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v まとめ

めに

正

抱一10年度に「イギワス(本稿はイングランドとウエールズのみを扱う)

リスターと呼称される弁護士の f見背ぃ_jに査鈍された人のtH身

)は、オックスフォードふ%)、ケンブリッジ(10.2九)、

1¥ーシティ・カッしジ・ロン!ぐン (4.1%)など、

ている 砕ちも王、 に多くの人材を

号、これらのイギワス

を有していないむそれどころか、公的 される

でI'iめ

と誌

Bar Si乱ndarclsBoard ) Bar sarom伐と1・Trendぉ theProtile lhe Bal二p.45.



議，i¥t(11111') 

!日めているイギリスで、

を~:な としている

手q. でし 3る

イギ ワ ス で 辻、なぜ、にj主

将しているのであろうか。こ

ぷ〉約'，IiiJi之、

!--lそ'c傘、

けるけ":fl-)':/刊誌の琵誕~~，f ~:tl~ を分してみたいの

スiL'iV f:) n:)t;(ナた鵠阿!

j亡、を:泣けなかったJ'H!I!、

ように、

るiL

!日JIドし、イン

りに、イング

し、そのj註轄のiJl:)、""こ)J比三J)したJI!!I打、

(new or 

112けたfl)!111を、それぞれ;説史的 る

J 0) iι ワスにおけ

(no{ 

)(/'?と

よびょう!:究 )では

なく、 ?L!， 1，1)什ちがjjify

た おい

jLi己し して まとめを泊J父る。

に入る;誌に、 11本とはなる、

ぴ〉 にしておきたし

にi記!1J"された

なお、 られ

を法干lぷ学W;tとし

，1¥で、 大学HJlí)支の作 I)~ (-ニヂドられ

れる) 11 本の i): 科大.(~~;:W;i:とはilJlJ)交日 J~さなる c この去を uV，lf まえて、*

iiizに人りたし



イギリスにおけるは本の芝;蒋養成

I と

オックスブリッジなどのイギリスの11I大宇:が公立大学であるのか、私立

でみるのかは、学校教育法によって設j武者三IJに[:;<jJIJされる日本の大学と比べる

と、はっきりしなし」例えば、 OECDの五山持をりれば、「イギリスにおいて

L ての高等教育は

institutions) によって絞扶されるJ0 OECD 

jとは、教育のための刊誌l泊料貨の 509utj、i二を政府機関から

るc なお、この吉宗的経質に出:究のため

の公約者iIJilJr令は合めたいこととがれる。

OECD'立公立

されるのは、

民が公的な

と私立大学の主義も

(J~ な教育議出にょ

に任命される

;p~~ されている場合j ヰ;であるむ i司ぃ、

(1せな機関の選任ではなし

る。

している。「教育機関が公立と分

-連常されているか、

、政府機関によってi主張管JlH. j逗

されるのは、公

非政Jf.l組長~によって

OECDの 子ギワスの111大学は政府のコント口… lしから独立

した い去なくもなし ¥0 イ

りスのIH 大 IIJIì\な I'c[ 椛は、 I~I 立吉営の (corporation) としての

を、 jド11.(久:]:.)の れてきたと

いう jjt 史に)[~づくヘとはいえ、これらの 1[1 と異なり、 1960 7011: 

2) Organiωtion for Economic Co-operation and Development (2012) Education at 

3) OrganisatioI1 for Economic Co-operation ancl Dεvelopment (2008) Glossary 01' St，ttistical 
γげ ms，Government-c1ependとntPrivate lnstitution， 

4) Orga!1isation for Economic Co-operation and Development (2008)じいち ofStatistical 

/1、enns，l主ublicEclucatIo!1 lnstitution， pA32φ 

5) 泌氏ionfor Eco!1omic 約三ltionand Development (2008) Glossary of Statistical 

丸 PrivateEducatio!1 Instillltion， ]).422 

ぺ
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代に急増した新たなお等敦子f機関の「ポリテクニク J は

官、!J，bJの最終な特 fにW{かれ、 I~[ i会議ゃうよ受者:を有していなかった。

こうして、公的な教育機IWに11'(に符絡されるポワテタニクの「全iち J

sector) と、 r!ι 1'1':;¥'の法人絡を得ている 111大学の「在、的吉15111JJ 

sectorJ という、二つの~{j 誌なる機関が共作する「二 j乙f!; IJ)支 J

がイギリスでi喜)IJされることとなるっただし、 二つの去1;I"Jは共

詑を持ていたというよなで、公的 と呼ばれることもあったヘなぜなら、

19悌{今:1JJμ{に}二こ立

手したためである G

19ヲ011:lf.i ;をJえとして、 イギ 1)スをふ

を迎えることとなっ

つ{之、ポリテタニクが、

よって (1 1" 'i)¥'のは;

をイjする、パッキンガ、ム

関する主要なiI叶負

CEclucation !<eform Act 1988) に

(Further 

。〉

4fi 

Eclucation Act 1992) の

、

11辻、 にま三ける

and 

l.lた刷。

tUJ' 

1人 ぴ〉

日 Wi)r:.:l上ι(199~)) のと変貌ヘー!フソパ I:_";':Iと立H ~H-;;';;\: ， 139-152 

7) 支出 (2012)i i i 矢出呼敦子''I'，:O)Jt'l吹雪京一聞と ;Jく í\i々の i~~院に荘 11 して"

県教育樹党フォ…ラム 16、5-25

ShallOじk，iv1ichelC] (200山 Enllモ1)1でneurialismand lhc Kliow]cc]ge EじOIlOl1lyin Euro¥)ぐ

丸川一)け川}け11η1ど C(οれ1ぐhけ1詰吋i(り)1η1ち

KIηIOWωL'le以吋dgeE ε 01101 η 警 Di/)erszjicatiol1 al1d organizatioJl α I ch α nge /n Euroteal1 l1igher educalum 宅

lkrkshirc : ThぞSocietyfor Research Into Higher Educalioll & Open Unive!・sILyPlモSS，

20(i. 

日 必111ミrl知的) ，-イキ 1)スのの:r-i'Jlllilli宍と組織文化Jr ~iTf':?1iJf'j'U 76な)、 50…

(:i4 

1{)) ~三 (2009 : 5b) によると、訴しいよの fl の l丘 {f~ 、は多 N~であり、 WIJ えは、ハンハー

イVA''? (J丸紅のリンカーン jぐ子)で[之、日出 h 数行委民会の l;f~ ~~~{ ) Jを拾したままの太

"t 訂悼となった j のであるの (1 治の!支いについては、 ~~IIJ 主( (2014) 子ギリスのj.:_

土.jJ.ì 絞め転停による自 (1!~'I'J: .J0打点 j，\':;;:でも、訂しく l議じられているの

4 



イギリスにおける法問 ì'.休の法 ~')i 主主 J;x

であるc クラーク(Clark) によると、「企業家大学とは、自己責任で自らの事

業の実施 )j法を ~illJ新することに稿者山切に lfx.り主11 む 1 11 ) 機関のことである口クラー

クは、イギリスの企業家機関の一例として、ウォーリック大学のi民主11を紹子「し

ている。この大学は、 198011:!J'，[のよ ~~J~: ネíI山UJ 金の干大 llm\ な削減に対応するために、

J日中Ji~i問Jの立に努めた。例えば、工学分野で、の jì'1医学連携を奨励し、ロールス・

ロイスなど、 300 十 1: 近い企業とゾ.~JTJ ・実利的なイî)f究爪動を開始している。また、

経?;?大学院を収益減と見なし、定員の拡大との受入を強化した。そして、

会議j劾などのよ込山川)討を促し、賃貸による利従を拡大していった。そのお、

1995-96年度に、これらの件不IJ活動を合めた「その他の収益」の金制が総収入

の479{) (教育のためのJ主権的経費が389{)で、研究のための競争的資金が 15%)

をIJ_Iめるようになり、設も大きな収入源となったのである lLJ。

Ilu刈l

のI明1円fり1加1)1川11 • j拡Jl広jよ;大と、その後の大学の称号の位件である口大学の称号を持つイギ

リスの私弘行il均 (2014{I'-2月は、前記したバッキンガム大学以外に、I"BPP

)(':rJ (BPP Universiiy)、1"iLー科大学J(Universiiy of Law)、 リージェンツ・ユ

ニパーシティ・ロンドンがある。例えば、 BPP大学は 1992{I三にお別交したI"BPP

it科大学院J(BPP Law School) を起源とする株式会社 ¥'J.大学である。 2007年

に学校J受与作を「村正常:W/d (Privy Council)に花、められ、 2013年に大学の称号

をHJ'.、る権利を{!j-た 1:1'0 1見イI~は・統合学・ 1州連学分担?などの専|円 J[i故県112

11) Chll噌k.Burton R. (1998) Crcafing EntretrencurIal Univcrsities ・ OrganizationalPathωays 

ofhan析Jrη10tlO 11噌 Oxforcl: Iコεrgamon，p.4 

12> Ibid， pp.11-:38 

U) 十J111 (2010: 15) のl淀川によれば、イギリスにおいて、 1r A:"t.Jl (University) 名称を

f<1~川オるためには、 1992 11:~Wわtié . r~;lj 等教育 i1; (Fur!her ancl Higher Eclucation Act 1992) 第

76 条に jiLつ、さ恒常院のd、 11]' が必要で、ある。 r大 i?~ ~〆r{;r を f屯J!Jできる機関となるためには、

ト1'~~('fì''t 1 ，U (!augh! clegl司ee)ほう十11¥をのーすること、@フルタイムJ央t1:で4，000人以 1'.の

ん手教ff.虫干I!のJ下'1:.がイF"tしていること、。〉、!?該セクターとしての良IJ-Y-なガパナンスの以

l!IJ への l'j~J.，z，:を;社Flリ!できること、の 3 つの安1'1ーを ;I:，:j たす必t5がある J (村 111[1'(樹 (2010)1イ

ギリスの}，:_";;:・ ''/:1'/:ili I J)支・イングラン v を 11 1 心によ大学長Hllli' 学{川受う機fll~ (綱引 1"/:1立

とよ"/: イギリス・フランス・ドイツ・アメ 1)カ. 11 本の比 '1引i)[究 ~ilii'f J、13-91)。

コ



j議i言(1IIql)

けでなく、学士.11き なととも益出する ~8)OOO 人 ~J~J )へ

とづき反している。

以のように、イギリス

什らのlI;JiWをれら獲i:?する

発展しつつあるこ

m;I)~ を i玩 i討するにはイえ ト分と

、イギワスのI11

らに加えて、多r長な!H';出

イしない〔政j去のちj日UJ

あるためである口

で11;められ、、r1: Il 

に)Jj}Jんでおり、

から、従己主の宍立・夜、点と l.，う jメ:分では、

J臼

/~ 、例え;工、先 II己した OECDの

IliJじ在、伝大学といえるし、

立/ぐ}:と Il tJ十~こ、

となる)披!おに移行しつつ

レゲィ (l必は

;二分却すること

ト小

レr)
しツ l'¥) ヴてい心 。て ン/

ソ

る]九 '0 I:../? 

。によると、「公 J のよ1:長を

の 1>( 出なく、 iJ 会に l~i'HíJ~する人材を供給するとい

'L主している口しかし、の

(Universities UK) 0) では、

な f之、「イギ 1)

公ス"/:1三

JtltJO)/j: (:: 
守主ー

イど

と

と
ヘシ}る

J
nヲ して、 ;ょ

れていることであ

る臼

資金を受けえっているために、

.niであるべきだとはなされる私

されるJ とIf子私するのそのーノで、余

14) をひanielC.， (2009i <<For-Profir Nonprofit PrIvatεHigh{うrEduじltiol仁、

IlIternatioNa{ Higher Ed町 ation， いい 12-13.

15) 九九I七f

Q主uωtαω1υ，.t勾erら与" (4)人、 pp.411-43:1 う

1(}) LJnivどと出 Ul<(2010) The Gγowlh 01' and 1勺 HigheγEduc災lion

PI・oviclers the Ulく.p.14 



イギリスにおける本のitWr挺J&

剰余を

iおと

本IJ 関係者'ヤ

なお、パッキンプf

とをilJlJ約されていない を

サージ ーノすーシティ・ン

ンのように、公立さ していないが、 と公

る私立機|討を問主!とし、の大学と r>z別したいの

イギ、 1)ス (2014 2月現 在 ) に お い て 機 関 と 好 べる高等教育i機関付mlll

は経託する)は、よ己UIJ企業元江主立した iBPP大 Universityλfカ

ブン School)、|アシ

Business School)の立と、 iL¥lJi IJI1*カ，与する i法科太学J of 

Law) の 1枚、・4i交ある。また、 2001il三にシティ大学訂ンドン (i!l大学)の

余，;に人り、 200811:~こシティ法科)( I完と改称された、民 J(Inns of 

CourL School ofじIW) も、

〕のように、イギリス

さらに、アシュワッ

i立を 111心とする大つである。なぜだろうか。

し た。

、
今

ji
 

れる レιー

れるむしかし日 ように、イギリス

るのは、

界

フ、 る先行知

しているむこの L!]をイギリ

き出すことは難しし」という

の 教育に着日したもの、のも、

いかちである お、 は第二 しつつ、

を説明するむよ 、次riiiで代表的 存在 ì~; ~こ

して fこ、、ち

ll. 〈イギリス における

イギワスの における く されて 7こ。

例え 、) ミンガム 他による 、1950
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f~iÌ，;R. (llf Ijl) 

部 L諜1わに進し

l賊)の

ぷ)8 カ'J-

そして、 1990

ぴ〉 ル〕

出身者

を Jljめていた山。また、 1950 AS--aa明
i

♂
 

!
 1 

1
 

LLI人男

刊のみ れていたが、 fJすっスタ Standards 1三oardl

によると、 2010年の時点でのパリスターが り、話人に I;JQる〕、

などのマイノリティ…/P144% であった lHL〉 アジア系やアブリ

.uの法47もよ甘えつつあ

'-.1;己に加え、 イ る i叫する

がiJ:われてきた心開え:工、弁芝 i…(i:にソリシター)

よれの設業料を llfjった号、，11:川伐を1iIJVJJした与し ているが、ロルフと

ンダーソン (Anderson) によると、その焚のJ:NJU過 に か い て 、 弁 護

j ~跨i苛では 1I i 

がはられる i似の !i;J

ソン

ズ

イギワスの

をI)'l包しているく〉その一つは「

:二才ックスブリッジ)の字業'1:を

、/すーミンガム

(Shiner) 

とホッ

タ21)、および叩シモン

もぶされている

の問題

。r !..;..、

17) 13ぐrmingha!ll、 V々 仁仏日a1l、 andWebb Julia!1 l Acぐと会S 辻ndParticipaiion 

Undergl三iclualeLegal Education， 1きristol : l仏JI1山i久iv冷iClのiγ爪川、泊詰討州i江ty0川山h佼 We白詰没lof Erηl現 ωiげれ山刈!f刈札c¥礼1，1ドJ勺勺旬f礼川κ川c引山了九川u川iけltりy0ばf1七λi問w ￥ 

1も羽Wへ勺Y

18) Beλω訂iυ汀rト%均古坑tanclaれi‘Y寸dち ひ}災以;れiげ1γ.て寸cl(201] i op. ciL 

19i Holfe. andAnclcrs!治色り! (200:j) λFil・m 刷 lirms‘i況で[ere口じθ日ill

lhe recruitmとntof train目 soliCIlolγ .Interllatlonal Journal the Lega! Profession， 10 (3)， 

pp.31 ろ吋:'(~4_

Berll1ingham， Vera ancJ Hod友会on，John (2001)“Desider訂正1: Whai lawyeJ・¥V<lntfrom 1 

lhlλ汀lr司 rでεぐruilメ

2訂1) S剖h汁市j打i日ltどm引7九汗r，M凶1icじclゴhじλlel(汀19民}主9汗7) 1日~ll山iれr喝γy in孔ltω01出11々 i ぷρ3ど炉alP仇〉勺r噌.ol忙es泊S泣iOl日1一 日、'1…i詑〈ど:[ 正ぷlW沿¥lcleぞ似i引1tCo叶hor(Stucly， 

Year 4、[バmdon. The 1ぷwSociety人

ら弘、 l¥ichard(2009) you want ¥0 be a . Lαwer2B， ht1p:/ /12b.lllelawyer. 

com!car仏子山/so-you-wanlω10-b(、-a-law)'er11 :34s34_article 
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イギリスにおける1LWi主体の法Wl詫/i民

生は滅多に奨学生になれないので、法科大学院の高額な授業料を支払うために

↑交をしなければならないことが多く、進学を断念する者が続出していること

である。ーんーで、 IF!大学卒業生は(その多くは経済的に豊かであるのに)奨学

作として、金銭(1<';な不安を抱えず!こ勉学lこ励むことがH'，来る可能'1生がiFJiい幻)。

もう ‘つの|問題は、法科大学院修了後に弁護 1:事務所ーの見背いとして扉われ、

ソミJlliiiJrfl告を終えないと実務に就くことがru来ないという iたまりがあるが、新大

学十三業 I!~ は見刊いで、 )1!lわれる Lで、弁護 1: 事務所の不斗な来日IJ を受けやすいため

に、 iL科大学院修 ff去に法問の道を断念する詐が多々いることである:!~)。対照

的に、弁護上事務所の奨学生はその事務所ーの凡習いになることをHJJ侍されてい

るため、法科大学院修了後の進路を心配する必要はない口

イギリスの法11iJ養成、特に弁護士事務所の奨学生の選抜段時において、

ゴ定が日:く影響することは、後述するように、学B王主義の弊容に悩まされ

た新大学が1':1らの法科大学院を設置する動機となったc

I-_ii己の点を踏まえた i二で、イギリスの法科大学院の発展経緯を次節で記述す

る口

m.法科大学院の発展経緯

(1) 中世の大学における法学の位置づけ

は，'，・しい子問である o I~I:' Iltヨーロッパの大学で、は、←一般的に、医学、十111学、

??了:と J~に、法学が教えられていた。例えば、 11上界で最古のボローニャ大学は、

v正存の苧校を発展1'1ワにじ文相して誕 1:1二している口このため;没収 ~I'í初において、

法学部が最も大きな部局であったおj口また、ボローニャ大学と同様、パリ大学、

サラマンカ大学、プラハ大ウプサラ大学など、各言語|主|で最初に設立され

23) Sullivan， l~osaline (2010) 13arriers to the legal profession， Legal Services 13oard. 

24) S011lll1erlacl， Hilary (2007) “ I~esearching 日nd Theorizing the Processes of Professional 

ldentity Formation" ，Journal 01 Law and Societ}ヘ34 (2)， pp.190-217 

25) プラール、ハンスニヴエルナー去、 111本)L，¥}( (1988) Lk"/=i!iIJI立の社会史j法政大";':II'r

!以川、 47-54μ。

り
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た大学にも脱税の大きな法学部が'r!_J!JJから存在していた。これらの大学は法自

主成の'11心地として栄え、後発の大学のモデルとなった。

'1 j 111:のオックスブリッジでも、 ii支ι、ij初から法学問述の学部があり、教会

やローマ Û~が教えられていた。ところが、裁判所の判例のもiiみ市;ねで発出して

きた j，q1人ULである「コモン・口一J(comll1on law) の品:かいがオックスフォー

ド、大 J、/:で初めて公式に l認められたのは、 1758イrのことなのである。しかも、

の救11は1"t'(か2tl という ;1J\!l.~ が 1840 1，ド代出まであEいていた 26io なお、 19

JII:紀初出には、ケンブリッジょっ~:、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、

キングス・カレッジなどにも矧似の li枠内が作られたが、側めて小出版で、あった。

イギリスのjcy:が尖JIJ(1<)な法〆}:を長い /IU指導しなかったのは、 ?L前提J!.X:機能

が耐史的に大学教育に組み込まれなかったことが大き L凡なぜなら、 1292イド

に発布された/l{/.r令状によって、法首長成への以外のの参jJのt認められ

なかったためである 2li。このため、のイギリスにおける d~官接 J!.X:は、 ~L I，'，'i 

/.J/体が長信:JW.J当日-，寸一る、 r-fL W/l~}U (Inl1s of Court) が到(，日す一ることになるの

(2) 法曹焼の設立

iL'P//沈の li立点赤字枠は l り j らかとなっていな "'\0 通 J~~t によると、 J&.lIJJ可が 1 11';:かれ

たウエストミンスターの「旅詑J(inn) に枝食した弁護 1:が後7111を指導したこ

とが~L iP/ 院のだといわれている訓。そのJJfi助は 12jlt紀頃には{i'(il，訟で、きる

ので、オックスブリッジと INJl'，¥/立の)京史を持つ，Iiv 叶t~/Yjである口法は、 15

2(j) i;，~lll :.1:ti
， (1970) ['イギリス近代 il;);':教育の Jl~l& ( '.) J [1，;]'ーよ汁、l:iL学 21 (4)、1-28(I 0 

27) 大木雅夫 (1987) 1 イギリスにおける i);'，"片"

lロ2引2921乍i十二党抗布iの!ドIqハ!令;状lリ伏)丈i川カがf九L 、γ/つJ までで、効 j刈J を 7党u;糾仰;1市I( していたカか、について{はヰイ不~Iゆ川り川jであるが、 19 lIt紀

段、ii{こ人;';':がiL'，"ij':tI!.X:に問jわる，:Aみを繰り返した 'jf-'j~を踏みると、この 11，\'l UJ までには失効

していたと与える )jが，'，fだであろう。よって、 1975{I:のiL'，l'ijf成山 jl，'}で)¥:'?がiL'，"i:i:t!J.¥(に

お[み込まれるまで、日~ '，11/1 ，11 体がiJ~ '，'1/主主!Jえを独，'iしあUtられたのは、 11'1r.令;Ikによる効)jで

守られていたと1.、うより、;1:，，"，'ト111本nらのuxifi)Jで守り杭けたというほうがiI守しいのでは

なかろうか。

2~) ，'(JIIWi (2011) ~'~U\qU)jf ， i控 l:jjJlII長.Jl 11本，;れ命社、 11 (!， 

)
 

(
 

i
 



イギリスにおけるは、前 H本のiLW凡もJ&

111:*己から 17111:紀にかけて前金j引を迎える制。当時は「訴訟好きの11寺代Jと11千

ばれるほどJ& 'FIJ こが相次ぐ 11寺流であったため、実用的な d~1~t知識だけで、なく、

一般教養も教綬する法百li;eに i一二流階市立は自らの子弟を競って入学させた口この

ため、 'Ji1時の ä~ I犯の名戸とつりJ水準はオックスブリッジを凌ぐほどであっ

fこt(}jo

it\IJ/1況の柿 IJ)(:良は、 L に~I暗示岐に分かれていた。最も If古し¥Ij}r級に「ベンチャーJ

(benchεr)、次に「ノtリスターJ(barrister)、底辺に「学ll:_j (stuclent)がいた。

1:で、あるベンチャーはiLWll淀のf戸凡Ij!・ を独，Li1'1力に行い、教育も}Llった。

パリスターは「模擬裁判J(moot) で弁論するように、学生の Iいから指名され

た者である。なお、位i~(W)t'F1Jのに 11乎ばれる J (callecl to the bar) という去

JJ~は、弁護 Lの資絡を得るという意l床で"JJt1J:も広く)lJし、られている。事実、当

11寺から、パリスターにi":'r1:，された者は裁判!Vi-で、の弁論椛を与えられ、弁護 1.-の

イJ資料二1Pfと見なされていたのである :11)。

また、 lLW/1児で年 2"'1千tわれた重要な行事に「法令説会J(reacling)がある。

この法令説会とは、最初に、優れたパリスターが「朗読者J(rεaclεr) に選ばれ、

次に、 WJi涜者は I~I ら選択した i1~令の I~I 己角平和t を J;支訴し、そして、イ也のノ t リスター

(およびベンチャー)の批判を受けて、迎 'I~I: 反論するという実践出宵であっ

た山口この演習は、日本の法科大学院で採!日されている、判例研究などの「ソ

クラテス・メソッド」に近いといえる。なお、 i1~ "fr~光会の朗読者に選は、れる

ということは、ベンチャーへの昇進の道がIjl:Jけることを意味した。また、卓越

したベンチャーの'1こiから裁判官が選ばれるようになった。こうして、学生→弁

護 1.-→裁'1'1Jという一本のルートが時立し、法問一元日がイギリスでfliljJ支化さ

れることとなった。

29) Ibicl，121'[。

30) Ibicl， 121司令。

31) Ibicl， 13 !'[。

32) Ibicl， 14 f.[。

11 



議説(liI'11) 

(3) 

11: Wll淀lこ辻、パリスター以外に「アトーニ…Jはれ夫!呼ばれる

l:も学んでいた。アトーニーの i:.な業務は、 3主将司;に提出する

あつ

られており、パリスター

なった明殺は、アトー

1など、裁tlJに開わる専門的

I泣から出めよれされたことにある ifjo

ら l~IJ め /1\ されるとし 1 うことは、

ためである。

なく、

体的

。〕

を失ったアトー

た。特に詩歌紀になると、追いは

実は追いはぎであ

、

し

など

が!りJるみにiUるなど、 した o その上、アトーニーの

持せな

るなど、

」で、

11t 

100 

をよせう fソリシターJ(solicitOlう と託子ばれる

しつつあったり

して、らを続出IJする

した。この

な体であったが、 1831年;こ設立勅許;IXを

あ

れた a~ と発議してい

シタ…の資質と地位のIIIJJ二にあっ

ーな I~! (1')は、アトーニ…とソリ

その目的のために、不正をむった

:13) i)~ '，11'; I!Jこぷ勺するIl;しは史にはないっ弁議 i寸、らJ&.1'lJtfがばれる英米め斜度

ためにけぶの j去作がy;一家:した)IJ;H\で\行本弁調 1:連守合にとって、その主J}~は悲惨H と

れているの irrネ111は、/]イネ与 (2010) こん会 I!11'述;こ誌がした.~千 j七社新;号、 156-

18:~ 、を参 11刊のこと

34) IV!aute， Juくlit七、L.(200:{)“Alicc' s Advenlulでち Wonclerland 日'climinary}{ellぞctlonson 

lhe HiちIOry()f I1訳、 Spli! L己記 ProfessIonand rhe Fusion Debale 1000-1900 A. D."争

Fordhαm Law Review. 71 (4)，135アー1371.

35) ，1;')11 Hi (2011) op‘ cit. 。

12 



イギリスにおIrるiLWft体の法wr1¥t)jJ;

懲罰(資特，1:.)を断行する傍ら、 JriltJ或の拡大.j:_j( ，Jjのためのロビー活動に

努めた。例えは¥法官協会は異業者も参入していた不動産譲渡手続業務の独占

に成功している HiJ0 ))11えて、 H立の裁判)貯の弁論権を巡る争いでパリスターに

)協和lするという快挙も成し遂げたのである。

ソリシター (1873年にアトーニーの名利;はj充11--，ソリシターにがtーされた)

の山首協会に対Hcして、パリスターは I{=Iらの利害空間{本として、「弁護士Hl

議会J(Bar COl11mittee、1895年に BarCouncilへ改称)を 1883年に組織して

いる。そして、この評議会がノすリスターのl蹴j或確保にl[:l_り来11んだのである。そ

の市li来、パリスターは|二位の裁判所ーで、の弁論椛を有するが、代別人にはなれな

い -Jj"で、ソリシターは|ご位の裁判所で、の弁論権しか持たないが、代別人にな

れるという、分業休1Il1J (弁護 I_-のこえ制度)が{確立した :m。そして、このー二元

制度が、二つの呉なる法曹養成へとつながるのである。

(4) 独自の法曹養成

弁護 I_-評議会と法山協会はパリスターとソリシターの分業にj，C_;じて、それぞ

れ 11，Íj[日 IJ に n~ 曹養成を +11_ うこととなる。 角弁1護:土iト上一二iI

夕一の資十特各認定 .f懲訟戒機能をi取良り l上:げて、それらを弁護士評議会の責務とし

たー方で、 18111:紀頃から低 iとしていた法121院の教育機能の再強化に着手したo

?1汁可協会は、 Iä~学校 J (Scho01 O[ Law) を1903年に設立して、ソリシターの

養成を始めた。なお、法問 I~h会の法学校や弁護士評議会の法\Y1ltiへの入学要件

に大学の学干士号は合まれていなかったため、大学教育との述Htは皆無に近かっ

た:出)。

36) Maute， Juclith， L (2003) op_ cit 

37) ただし、 2007J， I~の法改 i↓ーにより、パリスターは代 j"l!人になることが認められ、ソリシター

(ま j-_f'J:のl&，:'I'IJJijiでの弁iitu1'1'(対fiitめられた。ハリスターとソリシターという名称は存続して

いるが、彼らの分業はJJ/_{r:では11愛l味なものとなっている。

38) 130011， Anclrew ancl Webb， Julian (2008) --rρgal Eclucation ancl Training in Englancl ancl 

Walεs : I3ack to the future?" ，Journal 01 Legal Education， 58 (1)， pp_79-118_ 
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;- JI!f， :二i止し、とし 1 も、

のよ多数は

をJ守ちかけることもあfこO よ jlJi 

協会は大との にfJZヒ1'1なであったれ例えば、ワンドン大学の法学部{之、

18841j:から 1立与4 にかけて、 iL 誌と常にj主主5することを 肢も式み、あ

る11'.)':は誌のカワキュラム i)りとの全権をj土問誌に去るという家:までしたの

に、全ての試みを弁li主1:評議会にJt絶されてしまっている附

ブーン

なi司准v牲i;司{科Jiljをヲ

られないという、尖務家ならでで、はの4心、配J101九;にニあつたむというのも、巧

はへの移行J~J にふ号、カリキュラムをより学問J i'l0~='Hr I! J

た内容に止めるが見られたためである日 o 加えて、古川によると、

とは;設業のための['~支持 J であって(約で教えるべき 1定日ではないと

いう J友き難い忠悲〈にも出(!大[があったむぞれから、)で、ドを教えている

のはす三結末として)J立ぷjでおなかったからだjωという、

モ〉 いたの

に組み込まれなかったこと詩人

なった。特に、法学説究のJl戸みに乏しいことがイギリ

ンスなどによtべて)語らせた原!)(Iとjfえた議会やλ

に指!み込む改革:案を{!iJI支も

らは í184611~-の別委員会幼行、 1898 1r.の口ンドン之、

フ¥

せている

191311"0)ノ¥)l>デ、イン・コミッシ 、1934:q-:のアトキン委託会予言台、

のヘイワース Jなどであるが、いずれにおいても

39) lbic1， 

40) Ibid， p.88. 

) Tal1ilk及、 T九七(;乙005) Th芭 Cr()ss~Cu. I t1tr・α [ 1'1・ansfeγof Eduζ Concett三al1d 

Practices : A Cumpam.tIve Studyをむxforc1: SymposIum 

42) I'i 111 {主 (2011) 0¥). 

]4 



よ、 iコッ

-':s. 
」

オームロッ

j支が1fr)ii_し

ような

;文11のように、

業 (I~↓むと

だし、

ラム

nな

イギリ ス に お け る 法 与 の 訟Wf発1&

き ~L ることはな吉、ったね) し
い

に受け入れるのは、 19711i三に公布された

_j (Report of the Committee 011 Education、才一

や も た:段階にするという提案がな

き、 1975 1F. ~こ新しし 1jjtiり目安)&i!ilJ

もnJいられてい ω 」

可ι

令プ

いることである附

る点に

はあるものの、そ

なるためで、ある。

も会めた

1-JI故

それぞれ担う体flilJとなった。た

ブ。ログ

を提唱し

図 1:イギリスの三段指の法曹議成

九学問的段階j 命f毒装集約段縞J 継続的段祭事j

43) Ibid.， 

総れ:と (2006)iイギリスの法W主成ilJlJ!:(tj r l1JI1:持者 78(2)、71-73も

l5 



論説 (1一L!ll←，)

た背景には、佐々木によると、以下のような問題意識があった。イギリスの「大

学法学学校はそれ自体では法律専門職の資格安件とはなっていなし」大学法学

部は実務家から孤 ¥'fしており、この点は医学部と対照的である。大学法学学位

が実務資給付 ljAの主要な部分として容認されるならば、この傾向は逆転され、

資格付 lj-の説それ!']体、修!J::され改持されるJ，15)。また、委員会は下記文言

を追加した口

過去において専門職から大 f手:を I)'(~ 分してきた、学問的 (academic) と職業

1'1'0 (vocational)、上m，論的(theoretical)と実務的 (practical) との 1/¥1の伝統的

なアンチ・テーゼは双);の調整 (adjustment) によって排除されなければなら

ない 46jD

「双方ーの調整」を行うために大学教育を法曹養成制度に組み込む必要がある

と、委員会は判断したのである。

1975年以後、養成に荊!み込まれた大学の法学部は、提供すべき科目を

法評協会や弁護上討議会に指定されることとなった。このことは結果的に大学

教育の職業教育化を促したと、法学教育に関する委員会の判断は後に批判され

ている刊。その J プjで、希望者が進学するようになったことから、法学部

は定員拡大の恩恵を受けることもiJ'l来た。そして、 1990年代には、 H~科，大学

院の新設も盛んに1Jイフれたのである。

(6) 法科大学院の新設

1980 年代までのイギリスにはJ去科大学院は ftl'~ かに 21交しかイ下{，:しなかった。

その 21交とは、前述した弁護 の 11去( 1967年に 1nnsof Courtを

Inns of Court School 01' Lawに改称)、およびj去間協会の「法学カレッジJ(College 

ofじ川、 1962{r: に法学校を発反i'1~ 改組、 20121j三に Universityof La¥ν に改称)

45) 1k々木市¥-(19T:l) 1イギリスの大学法学教育 19711r: i''Y去学教育委民会報 iiti則前{介~.l

n~'{~ i'r k ";':、i):午:t¥l¥iiJI究中己記J31、105-1421'1。

46) Ibicl.，] 37 ({。

47) Ibic!.， 137 1'(。
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イギリスにおける;:/;'，'，主主体の1:/ゴ伴接Jj!Z

で、あった。しかし、 1990年代に入ると、この 2校 で法要の急拡大に対応す

ることが物~'II(i0 に期i干しくなったことから、大学による法科大学院の設置を認可

する(②「職業的段階」への大学の参入を法曹団体が認める)動きが見られる

ようになる。 具体的に、法学カレッジが到し11してきた「ソリシター養)主コース」

(Lεgal Practice Course : LPC) が 1993年に大学に Ij/'J放され、続けてj去許iblが

仙， 11する「ノくリスター養成コースJ(Bar Vocational Course : BVC) も1997{jミ

に大学へと 1m政されている。その結県、それらのコースを提供する法科大学院

が乱立した。法科大学院を新たに設けたのは大別して三種類の機関である。つ

まり、①新大学 (IEIポリテクニク)、②ウエールズ!日大学、③常利機IUJである。

新大学が設i宣した法科大学院の一例として、ノッティンガム・トレント大

学の「ノッティンガム法科大学院J(Nottingham Law School) を挙げられる口

この法科大学院は、 LPCを1993年に、 BVCを1997iドにそれぞれ開請した。そ

の上、学士課程で、法学以外の学二I~..号を取得した学生に法科大学院への進学を認

めるバイパスコースといえる、「法学デイプロマJ(Graduate Diploma in Law 

GDL)や、多様な「法学修士J(Mater of Laws : LLM) と「法学j事士J(Ph. D 

in Law) も提供しており、イギリスの法科大学li5e(ただし、営利機IUJの法科大

学i山は除く)のIl'でも規模の大きな機関へと短期J1M)で発展している。

ウエールズの!日大学が有するj去科大学杭には、卓越した研究大学で組織され

たラッセル・グループに属する、カーデイフ大学の「カーデイフ法科大学院」

(CardiJf Law School)なと、、がある。この法科大学院はラッセル・グループで11ft

BVCをJ走供した機関として注目された。なお、 LPC、GDL，LLM、Ph.D.も

提供する、ウエールズで最大の総合的な法科大学院である。

営利機関が設立した法科大学院の例には、持株会社 BPPがj1]1'営する BPPìi~ 

科大学院がある。 持株会社 BPPは 19761，1'-に3tlの出資者によって設立された

教育産業の営利企業で、 1987年にロンドン証券取引所に上場している。この

企業は 1992年に BPP法科大学院を創設し、その l年後に LPCの提供を開始し

ている。 BVCの提供も開始し、 2007年には BPP法科大学院の学{¥;:授与権が認

められた。現在は 7つ の 分 校 (Birmingham、Bristol、Cambridge、Leeds、

17 



論説 (Hfrj')

L.ondon、Manchest絞りをJ守つ、

平i !誌を凌ぐ)規恨の太きな法宇1，大学院

さ;11-る

ったむちなみに、 よ》、
エミ

BPPは、フェニックス大学を

20091，rに日JI足されている。

るアメ 1)プJ -グループに、

イングランドのJlI も(Jらの ていなし

したシェフィールド大学である。この

る 1ち94{Iすこ)tJJlさ いる行

2014'W2)j 0)1時点で、 i} '¥ 1)スタ

Course : BPTC、20101，1:，に BVC

りで為るつ IliJじ/.(で、「ソリシタ

コース 1 (BaγProfessional 

)をiJi:{Jtする

コースj

は去 10)

LPC 

2のとおりで点}

( 111ポワテクニニク)

上では新

i泣は分校を多く持ち、

拡て1¥兄れる

も王子 、ι 寸ごノしむ I~ んし

も大きいこと{ 7 

く、地方は安いの

、イングランドの

IJ{ 

シェフ fール を生けなかったのだろうか。

n¥ Standélrcl 日 Boλrd が HP で乞~I!討しているデータを j去にぷカq判&

1・1、はごアルタずム、 Vj'はノミートタイムをよ寸吋るの

lo 



イギリスにおけと〉訟手 i:.{;本の ?1~\許:i1!:lJx
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S~Ìi I& (ITI!j') 

その逆に /r~中l機関は、なぜ法科大学:院の設置に前向きだ‘ったのだろうか。また、

新大学やウエールズの IEI 大学は、なぜ I~I らの法科大学院を新設したのだろうか。

この疑問に対して、次rii'iでW1l答を試みてみたい。

lV.論考

イングランドの111大学が法科大学院を設けなかったJI日出は、三つ考えられる。

その一つは、本稿第二郎で述べたように、法lU1fを志型する学生は弁護士評議会

の 1t~ Wll~完か法曹協会の法学カレッジに進学するというエリートコースが確丘さ

れていたため、 H 前のコースを作る必要性がなかったことである口二つ I~l の耳目

Fl [は、科大学I~完は実務家教員のみで原則構成されている似ため、研究者教員

にとってポストの増加とは見なせず、法科大学院を設置する魅力に欠けていた

ことである(対川村山こ、 11本のが;科大学院は研究者教員が多数派である)口:三

つけのJIHrlJは、法科大学院の法曹養成コース (BPTCとLPC)は、法曹実務の

ための事前研修のコースであり、修士やi事Lーなどの学1立を授与するコースでは

ない .1'1)ことである。t，..¥ j典えると、 BPTCや LPCは、受与柿:の保J寺に

りを感じていた11]大学が提供すべきコースだとは見なされなかったのである。

111大学が11;科大学院の投出を見送った l二日己の三つのJUtr!1は、営不IJ機関にとっ

て法科大学院の設問へと誘引されるとなったo に、 υ法i科大学i抗淀の設{世E泣tに

手学:i 

という i市HJ場坊へσの〕川) J故泣大の参入 1\1向怖\1号埠一章日立~f.出叩畦:&で、あつた営利機!閑立羽j にとつて、 魅力的なことで

あったりまた、既存の法科大えを述位する弁護議会や法iFJ協会が(会長

の利益確保 .~)t 大を故終日(1<)とする)営不IJ機関であり、かつ、二つの機関が

48) ，)ご務JμUE教育の千Ef) ))にIY;)する;調子tM究プロジェクト (2005)Iイギリスおよびドイツ

における山刊誌!釘I;IJ/立の調子日己鈷J(j'~:-íL fiti 111行IHi)、:3fi。

49) BPTC を jl~ fしたうよ:/1:に PostgraduateDiploma in Bar Practice カ人 LPC を 11~'f したう;:/1:

に Postgrac!uateDiploma In Legal PracticeがそれぞれJ受lj-される。これらの学(立はら;MUI句

な''/:1¥;:(修 L ペコ!\!;\~ 1:) とa'己なるため、，、7芋i

LPCのコ一ス受受_"税j¥昨1背y.:{布有iカがfいくつカか、σの〕干利科lト-J日!;をを迫j加')1川lリI(的ド内jにIi詰引引f修|伝華したJJ}j劫;占-f合?に、 LLMをIj-える機!叫が

多くなってきた。
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イギリスにおけるが~wr 主体の法官接Ijÿ;

自らの法科大学院の;運営を公1~1(jな資金ではなく、授業料収入に頼っていたこと

も、株式会社という異なる形式の営利機関の参入を促したといえる。なお、法

科大学院のJ受業一朴は、公的な資金で運営される大学でも (1998年に大学に授

業料が設定される前から)高知に設定されていたことから、常利機関が競争で

不利な;1犬j兄に置かれることはなかった 50)。

新大学はポリテクニクのi時代から法学部を保有していたところが多く、 7ftか

ら職業志向の法学教育を提供していた 51)。よって、新大学法学部には実務家教

員も多く所属していたので、法科大学院の設立にIEI大学のような抵抗感はな

かった。加えて、弁護士評議会の法官院と法曹協会の法学カレッジは入学者の

選抜を書矧干と出H妾のみ(ペーパーテストは抜き)で判断していたために、

IEI大学の成績優秀者が選ばれる傾向が顕著なことや、第2i~íí で述べたように、

弁護士事務所ーの奨学金flifJ度に 11::1大学出身者を優遇する学j主主義が蔓延していた

ことなどにより、ポリテクニクの法学部卒業者は法曹養成のエリートコースか

ら不当に除外されていた 52)ことも、新大学が自ら法科大学院を設置する強い動

機となった口

ウエールズの旧大学が自ら法科大学院を設置したのは、政治的要因が大きし'0

それはつまり、 1997年に立法権を持つウエールズ議会が創設されたことにあ

る。ウエールズ議会がJ或内のj去律を I~I ら策;ζできるということは、ウエールズ

独自の法官養成が必要になったことを意l床した。ただし、その法養成を担っ

たのは、ウエールズでは、!日大学が1=1:1心となった口というのも、ロンドンに本

拠を備える弁護士号I^議会や法曹協会はウエールズの法律を指導する法科大学院

の設置を表明しなかったし、市場の小さなウエールズに営利機関が参入してく

ることも、!リj待できなかったからである口その上、ウエールズには、新大学が

1校 (Universityof South "町ales、元 Polytechnicof Wales) しか存在しなかった

ために、 l巨大学が法曹養成を在!わざるを得なかったので、ある。

50) BPP 大うよ占liijIU，¥J在、 2013-(ド9)J23 1:1 

51) Boon， Anclrew and Webb， Julian (2008) op. cit.， ]).84 

52) Shiner， Michael (1997) op. cit. 
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品説 UW!I)

以 1-の湾で、イングランドで、;止、)!長史のある法背院や法学カレッ

る芋1，大学院がすることとなり、ウふ…ルズで

は、 111 数 を め とになったり

V， まとめ

はfL'l1tが行う れて主たイギワス
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は出来ない。にそのまま進学する

/~O) た6つの科 [1を、

る。 k'字':3ij: 

な

る手l!l 

設は 10~ 14 文、ν1; なので、その I)~ 約 された科じといえる。した

よって限定されるがって、太子:側のカリキュラム

カワキスラム設定の 1[1

なものである。パリスター主成コー {昌子工C)の

よりもさらに

;j(ヰí~

会カペソリシター長J;xコース (LPC)の内容はソリシタ 1;見¥Ii!J接協会人そ

;手法令ての干q.rlにわたって定めているためである。その i二

して、太子の L事務所と定説し、そのや:務の持主;とする JI如実話域(例
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54) 1I1 11: 、(201:刊行主以内lIi0) I)'J t;Ji n fh~ ，i，E 1111J HI HlJこうちに IYi! す命ゐ比較的 'J'~-ーイギリスぴ 'J f.1外

して ~J 山手投古M究j 料、 243-261(じ
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イギ‘リスにおける二件の立~Irll j'誌成

え:工、 速など)を に教えるカリキュラムを提告するなど、

いとして採用されなければ、

止まりがあるために、 沿うことは、 N~

ふさ 主主だからであるむぞれから、

れるため、教員 i{~M[する }}，Z でも、 との述

る る。

る

とは I~J

ことを鑑みるに、イギリス

?こ

ンドの111

たヱ'Hlllのーっとなっているむ言し寸えれば¥

;立、長:業判がから高

く

き まとなり

|立jは、 2004年に

て、

IJら

さらにその「すさま鍛域jで発展し

和;1史)11村の認可法草カ王寺左右iされたH寺j定に

へと しつつ為 ω む

ルダー

けて実誌し

カリキスラムをめぐるステーク

のj功Ji)(:を

る

(たなか・まさひろ 今ノン

55) 日II1'iIJ-… (2011)op. ciι.184 
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